
議題４（委員会決裁事項（規則第３条第２号）） 

学校運営協議会の設置等に関する規則について 

標記について、別紙のとおり定める。 

平成30年３月28日 

大阪府教育委員会       

＜参考＞ 

○大阪府教育委員会事務決裁規則  

(委員会決裁事項) 

第３条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 

二 重要な教育委員会規則その他委員会の定める規程で特に重要なものの制定又は

改廃に関すること。 
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大
阪
府
教
育
委
員
会
規
則
第
○
○
号

学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
学
校
運
営
協

議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
府
立
学
校
へ
の
設
置
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
趣
旨
）

第
二
条

協
議
会
は
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
及
び
校
長
の

権
限
と
責
任
の
下
、
保
護
者
及
び
地
域
住
民
等
の
学
校
運
営
へ
の
参
画
や
、
保
護
者
及
び
地
域

住
民
等
に
よ
る
学
校
運
営
へ
の
支
援
・
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
と
保
護
者
及
び

地
域
住
民
等
と
の
間
の
信
頼
関
係
を
深
め
、
学
校
運
営
の
改
善
や
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
健

全
育
成
に
取
り
組
む
た
め
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
三
条

教
育
委
員
会
は
、
学
校
運
営
及
び
学
校
運
営
へ
の
必
要
な
支
援
に
関
し
て
協
議
す
る

機
関
と
し
て
、
所
管
に
属
す
る
全
て
の
学
校
に
協
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。
な
お
、
分
校
は

一
の
学
校
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
中
高
一
貫
教
育
を
施
す
場
合
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
学
校
運

営
に
関
し
相
互
に
密
接
な
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
二
以
上
の
学
校
に

つ
い
て
一
の
協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

複
数
の
課
程
を
有
す
る
学
校
に
お
い
て
は
、
課
程
ご
と
に
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
校
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
承
認
）

第
四
条

法
四
十
七
条
の
六
第
四
項
で
規
定
す
る
校
長
が
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
校

運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
は
、
大
阪
府
立
学
校
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八

十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
校
長
が
定
め
る
学
校
経
営
計
画
の
う
ち
、「
め
ざ
す
学
校
像
」

及
び
「
中
期
的
目
標
」
と
す
る
。

（
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
任
用
に
関
す
る
意
見
の
申
出
）

第
五
条

法
第
四
十
七
条
の
六
第
七
項
で
規
定
す
る
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
任
用
に
関
す
る
意

見
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
趣
旨
を
踏
ま
え
る
ほ
か
、
特
定
の
個
人
に
係
る
も
の
を
除
く
も
の

と
し
、
そ
の
取
扱
い
は
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

協
議
会
は
、
学
校
の
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
任
用
に
関
し
て
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見

を
述
べ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
校
長
の
意
見
を
聴
取
の
上
、
校
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
学
校
運
営
等
に
関
す
る
意
見
の
申
出
）

第
六
条

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
校
長
に
対
し
て
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

学
校
経
営
計
画
に
関
す
る
事
項

二

学
校
評
価
に
関
す
る
事
項

三

教
員
（
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、

栄
養
教
諭
及
び
講
師
を
い
う
。
）
の
授
業
そ
の
他
の
教
育
活
動
に
係
る
保
護
者
か
ら
の
意
見

の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
項
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２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
は
、
学
校
運
営
の
全
般
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会

又
は
校
長
に
対
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見

を
述
べ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
校
長
の
意
見
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
任
命
）

第
七
条

協
議
会
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
は
、
六
名
と
す
る
。
た
だ
し
、
部
会
を

設
置
す
る
場
合
、
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
校
長
と
協
議
の
上
、

委
員
の
人
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
構
成
し
、
校
長
の
推
薦
に
よ
り
、
教
育
委
員

会
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
一
号
か
ら
四
号
に
該
当
す
る
者
を
少
な
く
と
も

各
一
名
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

一

保
護
者

二

地
域
住
民

三

学
校
の
運
営
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者

四

学
識
経
験
者

五

そ
の
他
、
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者

３

委
員
の
辞
職
等
に
よ
り
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
校
長
は
速
や
か
に
新
た
な
委
員
を
推
薦

し
、
教
育
委
員
会
は
速
や
か
に
新
た
な
委
員
を
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

４

委
員
は
特
別
職
の
地
方
公
務
員
の
身
分
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
八
条

委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
委
員
は
、
連
続

し
て
六
年
を
超
え
て
任
命
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
任
命
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

（
守
秘
義
務
等
）

第
九
条

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後

も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
ほ
か
、
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

委
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
を
行
う
こ
と

二

委
員
と
し
て
の
地
位
を
営
利
行
為
、
政
治
活
動
、
宗
教
活
動
等
に
不
当
に
利
用
す
る
こ

と

三

そ
の
他
、
協
議
会
及
び
学
校
運
営
に
著
し
く
支
障
を
き
た
す
言
動
を
行
う
こ
と

（
委
員
の
解
任
）

第
十
条

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
委
員
を
解
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

本
人
か
ら
辞
任
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合

二

前
条
に
反
し
た
場
合

三

そ
の
他
解
任
に
該
当
す
る
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合

２

教
育
委
員
会
は
、
委
員
を
解
任
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
議
会
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
十
一
条

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
指
導
及
び
助
言
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を
行
う
と
と
も
に
、
協
議
会
の
運
営
が
適
正
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
学
校
運
営
に
現
に
支
障
が

生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
協
議
会
の
適
正
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
報
酬
）

第
十
二
条

委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
十
三
条

協
議
会
に
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。

２

会
長
が
会
議
を
招
集
し
、
議
事
を
掌
る
。

３

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
議
事
）

第
十
四
条

協
議
会
は
、
会
長
が
開
催
日
前
に
議
案
を
示
し
て
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を

要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

協
議
会
の
議
事
は
、
会
長
を
含
む
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
十
五
条

課
程
ご
と
に
部
会
を
設
置
す
る
場
合
、
当
該
課
程
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

部
会
の
決
定
を
も
っ
て
協
議
会
の
決
定
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
二
項
に
よ
り
教
育
委

員
会
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
場
合
は
、
部
会
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
上
で
、
協
議
会
と
し
て

行
う
こ
と
と
す
る
。

２
．
第
七
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
部
会
に
準
用
す
る
。

第
十
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、

教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

第
四
条
に
規
定
す
る
承
認
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
度
の
基
本
的
な
方
針
か
ら
適
用

す
る
。
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「学校運営協議会の設置等に関する規則」について

＜国の動き＞
平成27年12月
「中央教育審議会答申」
・学校運営協議会の設置を
努力義務化
・コミュニティ・スクール
の推進

平成29年４月
「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」の一部改正
・学校運営協議会の設置を
努力義務とする

＜府の動き＞
平成12年～
各校の状況に応じて、
学校協議会設置を推進
平成15年
全府立学校に学校協議会を
設置
平成24年８月
学校協議会が府立学校条例
による設置となる

平成30年度
学校協議会を
学校運営協議会
に移行

設置

・学校ごとに設置。但し、分校は一の学校とみなす。
・相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は
二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

【第３条１項】
・複数の課程のある学校は、課程ごとに部会を設置できる。

【第３条２項】

構成員

・保護者
・地域の住民
・学校の運営に資する活動を行う者
（同窓会、後援会、近隣の企業等）

・学識経験者
・その他、教育委員会が適当と認める者

【第７条】

役割

①学校運営に関する基本的な方針の承認
＜基本的な方針＞
・学校経営計画の「めざす学校像」
・学校経営計画の「中期的目標」

【第４条】

②教育委員会に対する意見の申出
・職員の採用その他の任用に関すること
協議会の趣旨を踏まえるほか、特定の個人に係る
ものを除く。

【第５条１項】

③校長に対する意見の申出
・学校経営計画に関する事項
・学校評価に関する事項
・教員の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見
に基づく調査及びその審議に関する事項

【第６条１項】

④教育委員会又は校長に対する意見の申出
・③以外の学校運営の全般について

【第６条２項】

その他
・委員の任免等手続き及び任期等学校運営協議会の運営に
関する必要事項 【第７条 他】
・部会について 【第15条】

【学校運営協議会による保護者・地域ニーズの反映】

大阪府教育委員会

《府立学校》

学校経営計画に基づく学校運営

・学校経営計画の策定

・計画に基づく運営

・取組の検証・評価

教員の授業その他の教育活動

《学校運営協議会》

構成員：原則６名

（保護者、地域の住民、学校の運

営に資する活動を行う者、学識経

験者、その他、教育委員会が適当

と認める者）

承認事項：学校運営の基本的な方針

協議事項：

・学校経営計画に関する事項

・学校評価に関する事項

・教員の授業その他の教育活動に係

る保護者からの意見の調査審議

・上記以外の学校運営全般について

職員の任用に関して意見を述べること

ができる（特定の個人に係るもの除く）

保護者、地域の住民、学校の運営に資する活動を行う者、学識経験者、その他の関係者

承認
・
意見

情報
提供

情報
提供 参加

＜規則で規定している主な内容＞

意見

指導
助言

委員
の
委嘱

委員
の
推薦

参考資料

各１名
以上
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